
（趣旨） （趣旨）
第１条　この規則は、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第28条の４第 第１条　この規則は、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第28条の４第
３項第５号イ、第31条の２第２項第14号ハ、第62条の３第４項第14号ハ及 ３項第５号イ、第31条の２第２項第14号ハ、第62条の３第４項第14号ハ、
び第63条第３項第５号イの規定に基づく優良宅地についての知事の認定 第63条第３項第５号イ及び第68条の69第３項第５号イの規定に基づく優良
（以下「認定」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 宅地についての知事の認定（以下「認定」という。）に関し必要な事項を

定めるものとする。

（認定申請の手続） （認定申請の手続）
第２条　（略） 第２条　（略）
２　前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 ２　前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)～(7)　（略） (1)～(7)　（略）
(8)　前各号に掲げるもののほか、知事が必要があると認める書類 (8)　前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

３　前項第１号の設計図は、次の表に定めるところにより作成し、設計者が ３　前項第１号の設計図は、次の表に定めるところにより作成し、設計者が
記名したものでなければならない。 記名押印したものでなければならない。

（略） （略）

４・５　（略） ４・５　（略）

改正後 改正前

　
　
　
　
　

　租税特別措置法の規定による優良宅地の認定に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表
　
租税特別措置法の規定による優良宅地の認定に関する規則（昭和49年規則第15号）の一部を次のように改正する。
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第１号様式（第２条、第９条関係） 第１号様式（第２条、第９条関係）

改正後 改正前
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第３号様式（第４条関係） 第３号様式（第４条関係）

改正後 改正前
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第４号様式（第６条関係） 第４号様式（第６条関係）

改正後 改正前
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第６号様式（第７条関係） 第６号様式（第７条関係）

改正後 改正前
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第７号様式（第８条関係） 第７号様式（第８条関係）

改正後 改正前
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第８号様式（第９条関係） 第８号様式（第９条関係）

改正後 改正前
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